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　熊谷市の防災ハザードマップ（令和 2 年 12 月版）には、「揺れやすさマップ（29 ページ）」と「液
状化危険度マップ（30 ページ）」が掲載されています。
　埼玉県が行った調査では、熊谷市の被害が最も大きくなると想
定される地震は、関東平野北西縁

え ん

断層帯（右図の赤線）地震（破
壊開始点：中央）とされています。ぜひ、防災ハザードマップを開き、
自宅、学校、職場などの震度をチェックしてみましょう。

ゲーム感覚でやってみよう！ゲーム感覚でやってみよう！
Let’s BOUSAI  QUEST　地震編

～防災に関する知識をレベルアップさせよう！～

市報６月号に引き続き

　今年は、大正 12 年（1923 年）9 月 1 日に発生した関東大震災から
100 年目に当たります。『令和 5 年版防災白書』によると、地震や豪雨、洪
水などの自然災害が激甚化・頻発化する中、行政による「公助」だけでは十分な
被災者支援を行うことができないと指摘されています。さらに、一人一人が災害

を「自分事」として捉え、「自らの命は自らが守る」「地域住民で助け合う」という地域社会を構築することが重
要であると強調されています。
　そこで今回は、ゲームの主人公になって「自助」と「共助」の能力をレベルアップさせましょう！

～熊谷市にとって最も影響が大きい地震とは～
断層帯断層帯
発見発見

STAGE_1

ハザードマップをC h e c k ！

C h e c k ！

クエストアイテム

クエストアイテム

「家具固定グッズ」  私の自宅、学校、職場などの
　 揺れやすさは震度「　　　 」です。

  STAGE_2の内容を
理解できた！

「３日分以上の水・食料」

をゲットした。

をゲットした。

記入できたら

チェック
できたら

① 災害用伝言サービス
災害発生直後は、電話がつながりにくい状

態となるため、「災害用伝言サービス」を活用
することが有効です。
災害用伝言サービスの種類
災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言版、
災害用伝言版（web171）
体験利用日：毎月 1 日、15 日、正月三が日、
防災週間（8 月 30 日～ 9 月 5 日）、
防災とボランティア週間（1 月 15 日～ 21 日）

② 家具の固定
自分の身を守り、身の安全を守るために

は、まず「家具の固定」です。家具類の配
置の見直しや転倒・落下・移動の防止対策
を講じ、室内の安全を確保しましょう。

③ 3 日分以上の水・食料の備蓄
支援物資が届くまで時間がかかることを

想定し、最低 3 日分（できれば 1 週間分）
の水と食料を備えておきましょう。

（埼玉県ホームページ「命を守る３つの自助の取組」より）～３つの取組を確認～
命を守命を守
るる自助自助

STAGE_2

◆危機管理課　TEL   内線 333
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防災費用の補助制度をご紹介します！防災費用の補助制度をご紹介します！

木造住宅耐震診断補助金　最大5万円　
木造住宅耐震改修等補助金　最大40万円 

　自主防災組織とは、地域住民が一体となり、平常時の防災活動や災害時の助け
合いに取り組む組織です。
①自治会内に自主防災組織が形成されている②自主防災組織単独で形成されている
③マンションや団地ごとに形成されているなど様々な形の自主防災組織があります。

ぜひ、自分の地域にある自主防災組織を確認してみましょう。また、自主防災組
織の皆さんで積極的に訓練に取り組み、地域の防災力を高めていきましょう。

～自主防災組織とは～命を守命を守
るる共助共助

STAGE_3

◆建築審査課（大里庁舎）
TEL   0493-39-4809

　地震発生時のブロック塀などの倒壊に
よる被害を防止し、生け垣の設置による
暑さ対策を推進するため、ブロック塀な
どの撤去と生け垣設置費用の一部を補助
しています。
※ ブロック塀などの点検のチェックポイ

ントは右記コードから

　昭和 56 年５月末までに着工された
二階建て以下の木造住宅の耐震診断と
改修費用の一部を補助しています。

　木造住宅の安全性の目安として、簡易な耐震診断を
行っています。９月から平成 12 年５月末までに着工
されたものまで対象を拡大します。（建築確認申請時
の図面があるものに限ります）

市ホームページ

市ホームページ市ホームページ

市ホームページ

自分の地域の自主防災組織をC h e c k ！
クエストアイテム

「地域の防災力」
をゲットした。

記入できたら
  私の地域の自主防災組織名は
「  」です。

よし！！すべてのクエストアイテムをゲットした！

「地震への備え」 「自助」「共助」が理解できたぞ！

「自主防災組織」には市からの補助制度もあります。結成方法など詳しくは危機管理課にご相談ください！

自治会内での合意 危機管理課へ届出▶ ▶ 活動開始！
防災訓練や研修会、

勉強会で災害に備えます。

結成の流れ（一例）

ブロック塀などの撤去・生け垣設置費
用の一部を補助します（最大20万円）

0101

木造住宅の無料簡易耐震
診断の対象を拡大します

0303

木造住宅の耐震化を
応援します

0202

▶
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●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒 360-0292　弥藤吾 2450　 TEL 048-588-1321
●江南庁舎・江南行政センター　〒 360-0192　江南中央 1-1　TEL 048-536-1521 市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド

熊谷市親善大使の作家・森
も り

村
む ら

誠
せ い

一
い ち

氏が逝去されました

ゆうゆうバスに関するお知らせ

　平成 23 年度から熊谷市親善大使を務めていた
だいていた森村誠一氏が 7 月 24 日に逝去されま
した。
　森村氏は、今日まで多くの推理小説や時代小説、
ノンフィクション小説を執筆し、日本文学史に多

大な影響を与える作家として活躍されました。
　また、「くまがや『写真俳句』コンテスト」の
実施にご尽力いただき、日常にある幸せや小さな
気付きを新たな表現の形として、本市の文芸の発
展に寄与されました。
　そして、森村氏から寄贈いただいた約 2,400
点の作品・資料により、令和 4 年 3 月にリニュー
アルした市立熊谷図書館内の「森村誠一文芸の館」
は、森村文学を堪能できる市民皆様に愛される場
所となりました。
　心より哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたし
ます。

①「ゆうゆうバス」のオープンデータ化
　「ゆうゆうバス」の停留所情報などをオープンデータ化します。

ウェブ上での経路検索に対応し、バスの運行情報もリアルタイ
ムで確認できるようになる予定で、電車など、ほかの交通手段へ
の乗継もしやすくなります。また、バス停の位置もウェブ上で確
認できるようになります。
②「ゆうゆうバス」の試験運行
　「ゆうゆうバス」のほたる号、グライダーワゴンでルート変更を検討するための試験運行を行います。
なお、ルートやダイヤなど詳しくは、市ホームページやバス停への掲示などでご案内します。

試験運行時期（予定） 現行ルート 試験運行ルート

ほたる号
9/1 ～ 10/31

籠原駅南口～熊谷文化創造館～
三尻郵便局～林眼科前

籠原駅南口～三尻中学校北～三尻小学校
入口～観音山～三ヶ尻坂久～林眼科前

グライダー
ワゴン 備前橋南～道ヶ谷戸～飯塚 備前橋南～八木田～道ヶ谷戸～飯塚

◆企画課　TEL   内線 528

（バス位置情報オープンデータイメージ図）

「森村誠一　文芸の館」
（市立熊谷図書館 3 階郷土資料展示室）
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●熊谷市役所（本庁舎）　　　　〒 360-8601　宮町 2-47-1　　TEL 048-524-1111　　
●大里庁舎・大里行政センター　〒 360-0195　中曽根 654-1　TEL 0493-39-0311市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド

令和 6 年 4 月の 保育施設の申込み  保育施設の申込み が始まります
対象施設　保育所（園）・認定こども園（保育利用）・
地域型保育施設
申請資格　次の理由で、お子さんの保育を必要と
する場合
①仕事、②妊娠・出産、③保護者の病気やけが・
障害、④同居または長期入院等している親族の介
護・看護、⑤災害復旧、⑥求職活動、⑦就学など
申請方法　10 月 16 日（月）～ 11 月 6 日（月）
に下表のとおり申請してください。
※窓口混雑緩和のため、原則郵送での受付となり

ます。また、受付順や申請方法による審査への
影響はありません。

※申請に当たり、留意事項があります。詳しくは、
申請書類または市ホームページからご確認いた

だくか、下記へお問い合わせください。
申請書類の配付場所　保育課（本庁舎４階）、各行
政センター福祉担当係、市内保育施設
※申請書類は市ホームページからもダウンロード

できます。
保育コンシェルジュをご利用ください
　入所に関する相談や申請書類の書き方などに関
するお問合せは、保育コンシェルジュ相談をご利
用ください。申請書類のお渡しや対面での窓口受
付も可能です。相談は予約制です。市ホームペー
ジから予約できます。
※詳しくは、右記コードから

ご確認ください。
◆保育課　TEL   内線 433、570 市ホームページ

申請方法一覧

①郵送
受付期間 10/16（月）～ 11/6（月）　必着

送付先
〒 360-8601 宮町 2-47-1　熊谷市保育課
※簡易書留など、記録が残る方法での送付をお勧めします。
※郵便事故の責任は負いかねます。

②保育課・各行政センターでの預かり
受付場所 ・保育課（本庁舎４階）　・各行政センター福祉担当係

受付期間 10/16（月）～ 11/6（月）8:30 ～ 17:15（土・日曜日、祝日を除く）

提出方法
郵送する場合と同様に申請書類一式を封入し、お持ちください。
保育課の場合、窓口に設置してある専用ポストへ入れてください。
※書類の確認は、その場では行いません。

③市立保育所での預かり
受付期間 10/16（月）～ 11/6（月）9:00 ～ 17:00（日曜日、祝日を除く）

提出方法
書類の預かりを希望する市立保育所へ事前に電話連絡の上、お越しください。
※書類の確認は、その場では行いません。必ず、封入してご提出ください。
※民間の保育施設での預かりは行いません。

※①、②、③の方法で、提出する前に申請書類の確認を希望する場合は、保育コンシェルジュ相談をご利用ください。
相談は予約制です。

④対面での受付
受付期間 10/16（月）～ 11/6（月）10:00 ～ 16:00（土・日曜日、祝日を除く）

申込方法
受付期間内のコンシェルジュ相談を予約して、申請書類に必要事項を明記し、予約日時に
保育課へお越しください。予約のない場合は、対応できません。
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●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒 360-0292　弥藤吾 2450　 TEL 048-588-1321
●江南庁舎・江南行政センター　〒 360-0192　江南中央 1-1　TEL 048-536-1521 市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド

令和４年度　情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況

女性の参画状況

　令和 4 年度の実施状況がまとまりましたので、
公表します。
　なお、情報公開制度・個人情報保護制度の実施
状況報告書を市役所本庁舎 7 階の情報公開コー
ナーに備え置いていますので、ご覧ください。
情報公開制度の実施状況 　（単位：件）

受付件数
処理件数

全部公開 部分公開 非公開 合　計
請　求 126 58 96 32 186
申　出 4 0 3 1 4
合　計 130 58 99 33 190

情報公開制度　
　市で保有している行政情報について、閲覧や写
しの交付を請求できる制度
請求　平成 17 年 10 月 1 日以後に市、編入前の
江南町もしくは解散前の熊谷地区消防組合の職員
が作成し、または取得した行政情報の公開を求め
ること。
申出　合併前の熊谷市、大里町および妻沼町から
承継された行政情報、編入前の江南町および解散
前の熊谷地区消防組合から承継された行政情報で、
平成 17 年 10 月 1 日前に作成し、または取得し
たもの並びに解散前の荒川南部環境衛生一部事務

組合および妻沼南河原環境施設組合から承継され
た行政情報の公開を求めること。
※請求に対する決定への審査請求は、3 件でした。
個人情報保護制度の実施状況　　　　　（単位：件）

受付件数
処理件数

全部開示 部分開示 不開示 合　計
市　長 34 11 22 12 45
その他 2 2 1 2 5
合　計 36 13 23 14 50

個人情報保護制度　
　より公正で信頼される市政の推進を目指し、市
で保有している個人情報について、取扱いのルー
ルを定め、開示・訂正などを請求できる制度
※開示請求に対する決定についての審査請求はあ

りませんでした。
受付件数と処理件数
　１件の情報公開制度の請求などまたは個人情報
保護制度の開示請求で複数の文書が対象となる場
合があるため、1 件に対し複数の決定が行われる
ことがあります。また、受付後に請求などの取下
げが行われることもあります。そのため、受付件
数と処理件数の合計は一致しないことがあります。
◆庶務課　TEL   内線 223

　本市では、審議会等（※）における女性の委員の割合を 40% とする目標を掲げています。
　市民公募による女性の委員も多数登用されるなど、審議会等の委員への女性の登用は徐々に図られて
きています。今後も積極的に女性の登用を推進していきます。◆男女共同参画室　TEL  048-599-0011

（※）審議会等： 法律または条例により設置されている附属機関、並びに法律により設置されている委
員会および委員

熊谷市における審議会等の委員への女性登用状況 女性の議員の人数と割合（令和 5 年 8 月1日現在）
議員の

総数（人）
女性の議員
の人数（人）

女性の議員
の割合 （％）

熊谷市議会 30 5 16.7 
埼玉県議会 93 15 16.1
衆　議　院 464 48 10.3
参　議　院 247 66 26.7女性の委員女性の委員

28.1%28.1%
（166 人）（166 人）

女性委員がいる
88.9%

（48 機関）

女性委員が女性委員が
いない  いない  
11.1%11.1%

（6 機関）（6 機関）

男性の委員 
71.9%

（424 人）

審議会等における
女性の委員の割合

（委員総数 590 人）

女性の委員が所属する
審議会等の割合

（審議会等 54 機関）

※調査基準日（令和 5 年 4 月 1 日）の時点で休止中の審
議会等は含みません。

※女性登用率（各年 4 月 1 日現在）
令和 2 年 27.0%、令和 3 年 27.8%、令和 4 年 29.7%、
令和 5 年 28.1%
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緊急サポート事業サポート会員講習会
とき　9 月 19 日（火）、22 日（金）、28 日（木）、 
29 日（金）9:30 ～ 16:30
ところ　緑化センター展示室
内容　地域の子育て支援、子ど
もの病気、安全講習など
※活動に入る前に保育などの講

習が必要です。詳しくは、右
記へお問い合わせください。

保育謝礼金
【8:00 ～ 20:00】1 時間 1,000 円
【20:00 ～翌日 8:00】1 時間 1,200 円
【18:00 ～翌日 9:00】1 泊 10,000 円

◆緊急サポートセンター埼玉
TEL 048-297-2903
受付時間　7:00~20:00（土・日曜日、祝日可）
E メール byoujihoiku【アットマーク】oboe.ocn.ne.jp

●熊谷市役所（本庁舎）　　　　〒 360-8601　宮町 2-47-1　　TEL 048-524-1111　　
●大里庁舎・大里行政センター　〒 360-0195　中曽根 654-1　TEL 0493-39-0311

高齢者の方のための福祉サービスをご案内します

　9 月 15 日は「老人の日」、15 日～ 21 日は「老人週間」、9 月の第 3 月曜日は「敬
老の日」です。市では「いきいきあんしん　元気で長寿のまち　くまがや」を目
標として、高齢者の皆さんが健康で生きがいを持って暮らせるよう様々な事業を
行っています。　　　　　　　　 ◆長寿いきがい課　TEL  内線 272、280、290

※その他の事業については、冊子「シルバーガイド」または市ホームページをご覧ください。

事　業　名 内　　容 対　象　者

あんしんコール事業

緊急ボタンを押すと、外部と
連絡が取れ、救急活動が受け
られる機器を貸し出します。

（申請後、調査あり）

・慢性的な病気等により日常生活を営む上で
常時注意を要する単身高齢者および寝た
きりの高齢者を抱える高齢者のみの世帯

・一人暮らしで 1 級～ 2 級の身体障害者手
帳をお持ちの方　など

あんしん見守りシール
交付事業

認知症により徘
はい

徊
かい

行動のある
方の持ち物に、反射素材の二
次元コード付きシールを貼る
ことで、保護された方のスムー
ズな身元確認を行います。

・65 歳以上の在宅認知症高齢者で、介護保
険の要介護、要支援認定者で徘徊のおそ
れがある方

・医師により認知症と診断された方　など
※発見者に個人情報は開示されません。

救急医療情報キット
「あんしんくまがや 119」

緊急時の連絡先、かかりつけ
医などを記入いただく用紙と
保管キットを配布します。緊
急時の迅速な処置が可能とな
ります。

・65 歳以上の単身世帯
の方

（民生委員を通して配布
します）

緊急サポートセンター
埼玉ホームページ

熊谷市緊急サポート事業サポート会員（有償ボランティア）を募集します

急な子どもの預かりを希望する方（利用会員）とお子さんのお預かりを行う方（サポート会員）が合
意の上で行う地域の子育て支援です。子どもが好きな方で、健康な方なら年齢、資格は問いません。単
発の依頼が中心のため、空いた時間でお手伝いしてみませんか。保育中に困ったことや不安なことがあ
れば、サポート会員からの連絡は 24 時間体制でセンターがフォローします。
※利用会員も随時募集しています。ご利用には事前登録が必要で、下記ホームページからネットで登録

できます。
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●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒 360-0292　弥藤吾 2450　 TEL 048-588-1321
●江南庁舎・江南行政センター　〒 360-0192　江南中央 1-1　TEL 048-536-1521

老齢基礎年金 老齢基礎年金 の受給には一定の要件が必要です

重度心身障害者医療費 重度心身障害者医療費 を助成します

次の保険料納付期間等を併せて 10 年以上必要です

○国民年金保険料を納めた期間
○国民年金保険料の全額免除や一部免除（※）、学生

納付特例や納付猶予を受けた期間
○第３号被保険者であった期間
○厚生年金保険や共済組合の加入期間
○任意加入できる方がしなかった期間（カラ期間）

（※）一部免除などの承認を受けた月でも、残りの免
除されない保険料を納めない月は未納期間にな
ります。

原則として 65 歳から受けられます

○繰上げ・繰下げ請求ができます。
年金額

○加入可能年数（40 年間）を納めると 67 歳以下の
方は年額 795,000 円、68 歳以上の方は年額
792,600 円（令和 5 年度分）になります。

○付加保険料を納めた方には、老齢基礎年金に次の
額が加算されます。
付加年金額（年額）＝ 200 円×付加保険料を納
めた月数

老齢基礎年金の裁定手続

○国民年金の第 1 号被保
険者期間のみを有する
方 は、 保 険 年 金 課（本
庁舎 1 階）または各行
政センター市民担当係
へ。

○上記以外の方（第 3 号被保険者期間を有する方
や厚生年金の加入期間がある方）は、熊谷年金
事務所へ。

※詳しくは、右記コード
からご確認いただくか、
下記へお問い合わせく
ださい。

◆保険年金課　 TEL  内線 277
◆熊谷年金事務所 TEL 048-522-5012

（音声案内 1 番のあと 2 番）

対象　本市に住所を有し、各種健康保険に加入し、
次のいずれかに該当する方
○身体障害者手帳 1 ～ 3 級のいずれかを所持して

いる方
○療育手帳Ⓐ・Ａ・Ｂのいずれかを所持している方
○精神障害者保健福祉手帳 1 級を所持している方
○ 65 歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律

施行令別表で定める程度の障害の状態にある方
※ 65 歳以上で新たに重度心身障害者となられた

方は対象になりません。また、所得制限があり
ます。毎年 9 月末頃に新しい ｢障重度心身障害
者医療費受給者証｣ または「支給停止通知」を
送付します。

助成内容　保険診療一部負担金を助成します。た
だし、健康保険から高額療養費や附加給付金が支
払われる場合は、その額を控除した額が助成の対
象となります。

支給申請手続
65歳未満の方　医療機関等の窓口に、｢重度心身
障害者医療費受給者証｣ と ｢健康保険証｣ 等を必
ず提示してください。県内での受診の場合、一定
額まで窓口負担はありません。
※接骨院等は市内に限ります。
※医療機関などで支払いが発生した場合は、本市

の窓口で手続が必要です。領収書をお持ちの上、
下記または各行政センターへお越しください。

65歳以上の方　領収書をお持ちの上、手続が必要
です。
後期高齢者医療制度加入の方　代理申請委任状によ
り市が手続しますので、手続は必要ありません。
※市外で後期高齢者医療制度加入の方は手続が必

要です。

◆障害福祉課　TEL  内線 291

日本年金機構
ホームページ
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●熊谷市役所（本庁舎）　　　　〒 360-8601　宮町 2-47-1　　TEL 048-524-1111　　
●大里庁舎・大里行政センター　〒 360-0195　中曽根 654-1　TEL 0493-39-0311

「ステップアップ助成金」交付団体 「ステップアップ助成金」交付団体 が決定しました！

　既に市民公益活動をしていて新しい事業を行う、または事業の拡大を行う団体に「ステップアップ助成金」
を交付します。公開プレゼンテーションなどによる審査の結果、下記のとおり決定しました。
◆市民活動推進課　 TEL  内線 475

団体名 事業名称 事業内容

さくらんぼ文庫
世界の昔話・日本の昔話・
熊谷の昔話を FM. クマガヤ
で聞こう！

FM. クマガヤで「お話会」を開催し、収録後、地域子育
て支援拠点や児童クラブに CD を配布し、子供たち
の読書推進を図る。

あすなろ・すみれ会

○発達障害や不登校などの悩
みを抱える家族のサポート

○子供との向き合い方を考
える親のあり方セミナー

専門家を講師に招き、勉強会や研修会を開催し、生き
づらさを抱える子供とその家族が安心して暮らせる地
域社会を目指す。

　「ゲートキーパー」とは、悩んでいる人に気づき、
声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見
守る人のことです。
　アフターコロナで、暮らしが大きく変わったこ
とにより、ストレスを抱える人も少なくありませ
ん。周囲の人々がゲートキーパーとして活動し、
悩みを抱えた人が孤立しないように支援していき
ましょう。
〇ゲートキーパー養成講座
　市では毎年、ゲートキーパー養成講座を行って

います。今年度は終了しましたが、厚生労働省
ホームページで、ゲートキーパー養成研修動画
が公開されています。

〇悩みがある方は、一人で悩まず熊谷保健セン
ターにご相談ください。

こころの健康・ひきこもり相談（予約制）
TEL  048-526-5737
FAX 048-526-5933
メンタルヘルス相談
専用 TEL  080-4418-4610

9 月 10 日から 16 日は 自殺予防週間 です
あなたもゲートキーパーに！
～大切な人の悩みに気づき、支えていきましょう～

［気づき］

家族や仲間の変化に気づいて声をかける
・口数が減った、笑顔がないなど、様子がいつもと

違うと感じたら、勇気を出して声をかけてみまし
ょう。

［つなぎ］

早めに専門家に相談するよう促す
・相談窓口や医療機関など、適切な情報を提供し、

つなぐことが大切です。

［傾　聴］

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
・悩みを真剣な態度で受け止め、安易に励ましたり、
　相手の考えを否定することは避けましょう。

［見守り］

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
・穏やかで温かみのある対応は、困難を抱えている

人の大きな支援になります。

厚生労働省「ゲートキーパー養成テキスト」を参考に作成

市 政 ワ イ ド市 政 ワ イ ド
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●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒 360-0292　弥藤吾 2450　 TEL 048-588-1321　　
●江南庁舎・江南行政センター　〒 360-0192　江南中央 1-1　TEL 048-536-1521
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大学等奨学金の利子分を補助します
　大学等卒業後の若年層に
対し、奨学金返済の負担を
軽減し、本市への転入・定住
の促進を図るため、利子額の
一部を補助します。（民間など
の教育ローンは対象外）
申請資格　次の①～⑥の全
てを満たす方
①申請時に本市に住民登録

がある方
②奨学金の貸与を受けて大

学・短期大学・大学院・
高等専門学校・専修学校
専門課程等を修了してい
る 40 歳未満の方

③令和４年 10 月１日～令
和５年９月 30 日に奨学
金を返還している方

④申請時に残りの返還期間
が 10 年以上（③の期間を
含む）ある方

⑤申請時に本市の市税と国
民健康保険税を滞納して
いない方

⑥就労している方
※過去に給付の支給決定を

受けている方は、②・④
を除く

給付額　③の期間中に返還
した奨学金の利子額（上限
３万円）
給付期間　10 年間（毎年申
請が必要です）
申請期間　10 月２日（月）～
12 月 22 日（金）（土・日曜日、
祝日を除く）
※申請方法など、詳しくは

右記コードか
らご確認くだ
さい。

◆教育総務課　
TEL 内線 382

　来年４月に小学校へ入学するお子さんの健
康診断（内科・歯科・簡単な知能検査など）を
下表の日程で行います。対象家庭には９月以
降、入学予定校から案内文書を送付します。
◆教育総務課　TEL 内線 392

とき 小学校名
10/4（水） 大幡、桜木、妻沼、江南南、江南北

5（木） 佐谷田、久下、成田星宮、秦
6（金） 新堀

11（水） 熊谷東、熊谷南、奈良、吉見
12（木） 玉井、三尻、市田
13（金） 太田
16（月） 熊谷西、吉岡
17（火） 石原
23（月） 男沼
24（火） 妻沼南
25（水） 籠原、長井
26（木） 大麻生、中条
31（火） 別府

小学校新入生の就学時健康診断

市ホームページ
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